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○     数 値 目 標     ○ 

 

 区  分 現 状 目標値 目標値の考え方 指標番号 

 

プ

ロ

セ

ス 

 

無医地区等で医

療の確保が取ら

れていない地域 

秋田県 5地域 
該当地域

なし 

全ての無医地区等

で医療の確保及び

通院支援が行われ

る体制を目指す 

－ 

全 国  － 

無歯科医地区等

で医療の確保が

取られていない

地域 

秋田県  6 地域 
該当地域 

なし 

全ての無歯科医

地区等で医療の

確保及び通院支

援が行われる体

制を目指す 

－ 

全 国 － 

へき地医療拠点

病院の中で主要

3 事業（※1）の

年間実績が合算

で 12 回以上の医

療機関の割合 

秋田県 60.0％ 100.0％ 

全てのへき地医

療拠点病院で目

標値が達成でき

る体制を目指す。 ●820 

全 国 74.2％ － － 

へき地医療拠点

病院の中でへき

地医療拠点病院

の必須事業（※

2）の実施回数が

年間 1 回以上の

医療機関の割合 

秋田県 60.0％ 100.0％ 

全てのへき地医

療拠点病院で目

標値が達成でき

る体制を目指す。 ●821 

全 国 87.8％ － － 

●国が示した重点指標 

※１ 主要３事業とはへき地医療拠点病院におけるへき地への巡回診療、へき地診療所等へ

の医師派遣及び代診医派遣です。 

※２ 必須事業とはへき地医療拠点病院の事業の内、いずれかは必須で実施すべきとされて

いる以下の事業です。 

   ・ 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること 

   ・ へき地診療所等への代診医等の派遣（継続的な医師派遣も含む）及び技術指導、

援助に関すること 

   ・ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること 

 


